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都道首都高速４号線（渋谷区西参道区間）高架下等利用計画の変更（案） 

 
１ 計画概要 
   本件は、令和元年 9 月 13 日に決定された都道首都高速４号線の渋谷区区間の 5.2km にわたり連続高架化されている箇所のう

ち、西参道区間の約 0.135km（対象地面積：約 1,000 ㎡）について、占用主体を変更するものである。 
 
２ 変更内容 
   現行計画（令和元年 9 月 13 日）策定時においては、占用主体について公園、広場以外の施設については入札により定めるも

のとしていたが、社会経済情勢の変化に伴い区の推進する、にぎわいや文化の交流を創出するまちづくりの事業を推進するため、

占用主体を国又は地方公共団体へ変更するものである。 
 
３ 土地の利用の特徴 
   都道首都高速４号線は都心環状線と中央環状線、中央自動車道を結ぶ延長約 13.5km の路線であり、東京都千代田区から新

宿区、渋谷区を経由し杉並区まで通過している。当該高速道路は、昭和 51 年 5 月に上高井戸区間が開通したことで、全線が開

通した。渋谷区に位置する当該高架下の都市計画用途地域は第二種住居地域に指定されており、周辺の土地の利用用途は、店舗

や事務所、住宅等となっている。交通面では、小田急小田原線参宮橋駅から直線距離約 0.2kⅿに位置している。 

なお当該箇所は、現在、渋谷区が自転車集積場、児童遊園地、防災倉庫及び代々木四丁目施設として占用しているが、渋谷区

の意見も踏まえ、参宮橋駅周辺のにぎわい創出に資する施設の設置が可能となるよう利用用途を自動車駐車場、自動二輪駐車場、

自転車駐車場、自転車等保管所兼返還所、広場、公園、運動場、事務所、店舗、倉庫、資材置場として設定するものである。 
 

４ 利用計画 
（１）高架下利用部分の選定 
  利用可能箇所図のとおり 

（２）利用用途の決定 
   別表のとおり                                              以 上 



【別表】

前面道路幅員 最寄駅

(舗装道路) 直線距離

渋谷区
西参道

約135ｍ 約1,000㎡ 第二種住居地域
店舗、事務所、住

宅等
13ｍ

小田急
小田原線
参宮橋駅

約200m 60%/400% 国又は地方公共団体

自動車駐車場、自動二輪駐車
場、自転車駐車場、自転車等
保管所兼返還所、広場、公園、
運動場、事務所、店舗、倉庫、
資材置場（いずれも道路管理
上の支障とならないものに限
る）
（※）

　都市計画の用途地域が第二種住居地域である
ことから、当該箇所の土地利用としては、自動車
駐車場、自動二輪駐車場、自転車駐車場、自転
車等保管所兼返還所、広場、公園、運動場、事務
所、店舗、倉庫、資材置場等が考えられる。今後
の周辺土地利用状況等を踏まえ、左記のとおり
利用用途を定めるものである。

最寄駅 建ぺい率/容積率 占用主体 利用用途 利用用途設定理由

都道首都高速４号線（渋谷区西参道区間）高架下等利用計画（案）

区間名 延長（ m） 対象地面積 用途地域等 周辺土地利用状況
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